
7474日本の学童ほいく 2025年 5月号日本の学童ほいく 2025年 5月号

令
和
六
年
度
全
国
こ
ど
も

政
策
主
管
課
長
会
議
資
料

が
掲
載
さ
れ
ま
し
た

　

二
〇
二
五
年
三
月
一
七
日
、「
令
和
六

年
度 

全
国
こ
ど
も
政
策
主
管
課
長
会
議

資
料
」が
こ
ど
も
家
庭
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
以
下
、
こ
ど

も
家
庭
庁
成
育
局
成
育
環
境
課
の
資
料

か
ら
、
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
し
ま
す
。

◆
資
料
の
［
も
く
じ
］
を
見
る
と
、
成
育

環
境
課
が
所
管
す
る
事
業
が
俯
瞰
で
き
ま

す
。
主
な
内
容
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
。

◎
地
域
子
育
て
相
談
機
関
の
整
備
／
◎
出

産
・
子
育
て
応
援
交
付
金
の
制
度
化
／
◎

放
課
後
児
童
対
策
…
…
放
課
後
児
童
対

策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
二
〇
二
五
・
放
課
後
児

童
対
策
予
算
・
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の

質
の
確
保
等
・
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の

安
全
対
策
等
／
◎
児
童
厚
生
施
設
／
◎

こ
ど
も
ホ
ス
ピ
ス
支
援
モ
デ
ル
事
業
／ 

◎
こ
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
／
◎
家
庭
支

援
事
業
／
◎
利
用
者
支
援
事
業
等
／
◎
児

童
手
当

◆「
常
勤
の
有
資
格
者
を
配
置
し
た
場
合
」

の
補
助
基
準
額
に
関
わ
っ
て
、「
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
の
常
勤
職
員
配
置
の

改
善
に
係
る
Ｑ
＆
Ａ
」
を
更
新
す
る
案
が

示
さ
れ
ま
し
た
。
更
新
部
分
は
つ
ぎ
の
と

お
り
で
す
。

　
「
ま
た
、
長
期
休
業
期
間
以
外
の
学
校

休
業
日
（
土
曜
日
や
日
曜
日
）
に
八
時

間
以
上
開
所
し
て
い
る
事
業
所
に
つ
い

て
は
、
一
週
間
の
総
開
所
時
間
数
を
『
平

日
の
平
均
開
所
時
間
数
に
週
の
開
所
日

数
を
乗
じ
た
時
間
』
で
算
出
す
る
こ
と

も
可
能
と
す
る
。
な
お
、
そ
の
場
合
は
、

週
四
日
以
上
育
成
支
援
の
業
務
に
従
事

す
る
者
に
限
り
、
常
勤
職
員
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
」「
具
体
例
と
し
て
は
以

下
の
と
お
り
。
な
お
、
週
四
日
以
上
の

勤
務
日
に
つ
い
て
は
、
ど
の
曜
日
で
も

構
わ
な
い
。
た
だ
し
、
常
勤
職
員
配
置

の
改
善
が
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
安

定
的
な
運
営
を
図
る
観
点
か
ら
実
施
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
特
に
長
時

間
開
所
す
る
学
校
休
業
日
は
、
こ
ど
も

の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め
に
も
、

い
ず
れ
か
の
常
勤
職
員
が
配
置
さ
れ
る

よ
う
な
体
制
を
検
討
す
る
こ
と
が
望
ま

れ
る
」

　
「
例
）
平
日
五
時
間
、
土
曜
日
一
一
時

間
の
週
六
日
開
所
し
て
い
る
事
業
所
で
あ

れ
ば
、『
五
時
間
（
平
日
の
平
均
開
所
時

間
数
）
×
六
日
（
週
の
開
所
日
数
）
＝

三
〇
時
間
」
が
総
開
所
時
間
数
と
な
る
。

こ
の
総
開
所
時
間
（
三
〇
時
間
）
の
八
割

が
二
四
時
間
と
な
る
た
め
、
一
週
間
に
四

日
以
上
か
つ
二
四
時
間
以
上
勤
務
し
た
職

員
は
、
常
勤
職
員
に
該
当
す
る
」

　

二
〇
二
四
年
五
月
に
示
さ
れ
た
「
常

勤
の
有
資
格
者
を
配
置
し
た
場
合
」
の

補
助
基
準
額
の
「
交
付
要
綱
」
と
「
Ｑ

＆
Ａ
」
に
つ
い
て
、
全
国
学
童
保
育
連

絡
協
議
会
（
以
下
、
全
国
連
協
）
は
、

二
〇
二
四
年
一
二
月
、
こ
ど
も
家
庭
庁

に
緊
急
申
入
書
を
提
出
し
、
懇
談
を
行

い
ま
し
た
（
本
誌
二
〇
二
五
年
三
月
号

「
協
議
会
だ
よ
り
」
を
ご
ら
ん
く
だ
さ

い
）。
全
国
連
協
が
要
望
し
て
い
た
「
常

勤
職
員
の
定
義
に
、『
ま
た
、
一
日
六
時

間
以
上
か
つ
二
〇
日
以
上
勤
務
す
る
者

は
、〔
常
勤
職
員
〕
と
す
る
こ
と
』
を
加

え
て
く
だ
さ
い
」
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。

◆
「
夏
季
休
業
期
間
中
に
お
け
る
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
の
開
所
支
援
」
に
か
か
わ
っ

て
、
運
営
費
と
環
境
整
備
の
た
め
の
補
助

基
準
額
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

◎
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業（
運
営
費
）

…
…
補
助
基
準
額
案　

分
室
に
設
置
す
る

一
支
援
の
単
位
当
た
り
七
四
・
七
万
円（
年

額
）

◎
放
課
後
子
ど
も
環
境
整
備
事
業
（
放
課

後
児
童
ク
ラ
ブ
環
境
改
善
事
業
）
…
…
補

助
基
準
額
案　

分
室
に
設
置
す
る
一
支
援

の
単
位
当
た
り
六
〇
・
〇
万
円
（
年
額
）
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◆
「
長
時
間
開
所
加
算
（
平
日
分
）
の
要

件
変
更
」
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

［
見
直
し
前
］
一
日
六
時
間
を
超
え
、
か

つ
一
八
時
を
超
え
て
開
所
す
る
場
合

［
見
直
し
後
］
一
八
時
半
を
超
え
て
開
所

す
る
場
合

◆
「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
虐
待

等
不
適
切
な
事
案
」
と
し
て
、
つ
ぎ
の
内

容
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
児
童
福
祉
法
第
三
三
条
の
一
〇
各
号

に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
利
用
者
の

心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
に

つ
い
て
、
設
備
運
営
基
準
第
一
二
条
に
お

い
て
禁
止
し
て
い
る
が
、
増
加
傾
向
に
あ

る
」（
令
和
四
年
＝
〇
件
／
令
和
五
年
＝

一
〇
件
／
令
和
六
年
＝
一
三
件
）。「
虐
待

へ
の
種
類
は
『
身
体
的
虐
待
』
が
最
も
多

く
、
令
和
六
年
の
一
三
件
の
う
ち
八
件
と

な
っ
て
い
る
。
こ
ど
も
へ
の
育
成
支
援
を

行
う
中
で
、
感
情
的
に
な
り
暴
力
行
為
に

及
ぶ
事
案
が
報
告
さ
れ
て
い
る
」「
改
正

し
た
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
に

お
い
て
も
、
こ
ど
も
の
人
権
へ
の
配
慮
や

虐
待
行
為
の
禁
止
に
加
え
、
新
た
に
事
業

所
内
で
児
童
虐
待
等
が
行
わ
れ
た
際
の

対
応
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
を
追
記
し
、

す
べ
て
の
放
課
後
児
童
支
援
員
等
が
職

場
倫
理
を
自
覚
し
て
職
務
に
当
た
る
よ

う
組
織
的
に
取
り
組
む
こ
と
を
求
め
て

い
る
」「
職
員
倫
理
・
職
場
倫
理
の
向
上

に
資
す
る
研
修
の
実
施
、
事
案
が
発
生
し

た
場
合
の
対
処
方
法
等
の
検
討
を
お
願

い
し
た
い
」

◆
「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
運
営
内
容
の

評
価
」
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
内
容
が
示
さ

れ
て
い
ま
す
（
％
は
全
ク
ラ
ブ
数
に
対
す

る
割
合
）。

　
「
設
備
運
営
基
準
第
五
条
第
四
項
及
び

運
営
指
針
第
七
章
に
お
い
て
、
放
課
後
児

童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
そ
の
運
営
の

内
容
に
つ
い
て
自
己
評
価
を
行
い
、
結

果
を
公
表
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と

し
て
い
る
」（
自
己
評
価
の
実
施
あ
り
＝

五
九
・
〇
％
／
評
価
を
行
う
際
に
、
こ
ど

も
や
保
護
者
の
意
見
を
取
り
入
れ
て
い
る

＝
五
三
・
八
％
）

　
「
ま
た
、
質
の
確
保
の
た
め
、
第
三
者

評
価
の
活
用
も
期
待
さ
れ
る
」（
第
三
者

評
価
の
実
施
あ
り
＝
一
四
・
六
％
／
結
果

を
公
表
し
て
い
る
＝
一
〇
・
六
％
）

　
「
福
祉
サ
ー
ビ
ス
第
三
者
評
価
事
業
の

枠
組
み
に
お
け
る
『
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
評
価
基
準
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』
を
定
め

て
お
り
、
こ
の
評
価
基
準
を
利
用
し
た

第
三
者
評
価
機
関
と
の
契
約
に
よ
る
評

価
実
施
に
対
す
る
補
助
を
行
っ
て
い
る
。

受
審
率
が
低
調
な
状
況
の
た
め
、
積
極

的
に
活
用
い
た
だ
き
た
い
」（
第
三
者
評

価
機
関
に
よ
る
評
価
を
受
審
し
て
い
る

＝
三
・
二
％
）

◆
［
待
機
児
童
数
上
位
二
〇
自
治
体
の
取

組
状
況
］
と
い
う
資
料
で
は
、
二
〇
二
四

年
五
月
一
日
時
点
の
待
機
児
童
数
と
、
同

年
一
〇
月
一
日
時
点
の
待
機
児
童
数
（
速

報
値
）
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
ど
も
家

庭
庁
は
、
こ
の
二
〇
自
治
体
に
「
令
和
五

年
度
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を
実
施
」「
令
和

六
年
度
に
プ
ッ
シ
ュ
型
支
援
を
実
施
」
し

て
お
り
、
各
自
治
体
の
待
機
児
童
対
策
も

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
〇
月
一
日
時
点
で
待
機
児
童
数
が

減
っ
て
い
る
場
合
、
中
途
退
所
が
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
待
機
し
て
い
た
子
ど
も
の

入
所
が
可
能
に
な
り
、
待
機
児
童
数
が

減
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
学
童
保
育
を
必
要
と
す
る
子

ど
も
・
保
護
者
の
需
要
に
整
備
が
追
い

つ
い
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

自
治
体
の
な
か
に
は
、
中
途
退
所
を
見

越
し
て
、
施
設
整
備
や
質
の
向
上
に
消

極
的
な
様
子
が
推
測
さ
れ
ま
す
。

全
国
学
童
保
育
指
導
員
学

校
を
開
催
し
ま
す

　

全
国
連
協
は
、
指
導
員
の
資
質
向
上
と

学
童
保
育
の
内
容
充
実
を
目
的
に
「
全
国

学
童
保
育
指
導
員
学
校
」
を
開
催
し
て
い

ま
す
。「
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
は
学
童

保
育
で
仕
事
を
す
る
う
え
で
の
あ
く
ま
で

入
り
口
」「
指
導
員
に
は
自
己
研
鑽
と
現

任
研
修
が
必
要
」
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え

て
、
毎
年
、
内
容
の
充
実
に
努
め
て
い
ま

す
。
今
月
号
の
巻
末
に
八
会
場
分
の
案
内

を
掲
載
し
ま
し
た
。誘
い
あ
っ
て
参
加
し
、

学
び
ま
し
ょ
う
。


